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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線治療装置のガントリ（１）に対し造影装置を位置決めするための位置決め装置に
おいて、
　該位置決め装置をガントリ表面に取り付ける取り付け装置（１１）と、該取り付け装置
（１１）に旋回可能に結合されたテレスコープ式に延伸可能なアーム（１３，１４）と、
造影装置（３）を保持するホールダ（１７）とを含み、該ホールダ（１７）が、テレスコ
ープ式に延伸可能なアーム（１３，１４）の遠位部分に結合されている、放射線治療装置
のガントリに対し造影装置を位置決めする位置決め装置において、前記アームが、互いに
滑動可能に連携し合う２個以上の細長部材を含み、前記滑動可能な連携が、細長部材間の
１個以上の線形支承部により得られ、前記ホールダが、延伸可能なアームの長手軸線に対
し直角方向の軸線に沿って造影装置を滑動させる装置（１８）を含む、放射線治療装置の
ガントリに対し造影装置を位置決めする位置決め装置。
【請求項２】
　前記細長部材が、共通の１つの中心軸線を共有していない、請求項１に記載された位置
決め装置。
【請求項３】
　前記アームが、その質量中心を事実上中心として旋回可能に取り付けられている、請求
項１から請求項２までのいずれか１項に記載された位置決め装置。
【請求項４】
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　前記アームが、アームおよび造影装置組立体の質量中心を事実上中心として旋回可能に
取り付けられている、請求項１から請求項２までのいずれか１項に記載された位置決め装
置。
【請求項５】
　前記ホールダが、延伸可能なアームに沿って滑動するように滑動可能に取り付けられて
いる、請求項１から請求項４までのいずれか１項に記載された位置決め装置。
【請求項６】
　前記ホールダが、造影装置および／または延伸可能なアームから取り外し可能である、
請求項１から請求項５までのいずれか１項に記載された位置決め装置。
【請求項７】
　前記ホールダが、造影装置の位置をロックする装置を含む、請求項１から請求項６まで
のいずれか１項に記載された位置決め装置。
【請求項８】
　更に、延伸可能なアームの長手軸線と平行な軸線を中心として造影装置を旋回させる装
置を含む、請求項１から請求項７までのいずれか１項に記載された位置決め装置。
【請求項９】
　延伸可能なアームを、重力下でガントリ表面に対し何らかの所定角位置で保持する釣り
合わせ装置を含む、請求項１から請求項８までのいずれか１項に記載された位置決め装置
。
【請求項１０】
　前記位置決め装置が機械式または電磁式の装置によって作動せしめられる、請求項１か
ら請求項９までのいずれか１項に記載された位置決め装置。
【請求項１１】
　放射線治療装置であり、請求項１から請求項１０までのいずれか１項に記載された造影
装置を位置決めする装置を含む、放射線治療装置。
【請求項１２】
　請求項１から請求項１０までのいずれか１項に記載された２つ以上の装置を含む放射線
治療装置。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、放射線治療装置、特に、門形造影システム、それもスタンドによって支持され
た旋回可能なガントリと、ガントリに結合された放射線放射ヘッドと、治療対象を透過し
た後にヘッドから発せられる放射ビーム影像を可視形式で得るための造影装置とを含む形
式のものに関する。とりわけ、本発明は、放射線治療装置のガントリに造影装置を取り付
けるための装置に関するものである。
【０００２】
ヨーロッパ特許ＥＰ第０５４１７１７号では、門形造影装置に関係する問題点が確認され
ている。すなわち適切な寸法の放射域を包含する軽量のボックスを得るためには、検出器
の囲いの構造が、きわめて嵩高な扱いにくいものにならざるを得ず、このため、患者の姿
勢設定中に不自由な姿勢を取らせることになり、また不使用時には処置室内で場所ふさぎ
になる。この種の造影装置の実地使用は、したがって、これまで極めて限られていた。前
記特許は、更に、放射線治療装置のガントリに造影装置を取り付ける装置を説明している
。放射線治療装置内で造影装置は、テレスコープ式に延伸可能なホールダの端部に固定さ
れている。該ホールダは、ホールダおよび造影装置の大部分が、不使用時にはガントリ胴
部内に引き込められるように、構成されている。
【０００３】
この構成により、造影装置と関連取り付け装置とを収納する便利な手段は得られるが、取
り付け装置が放射線治療装置のガントリと一体であるため、製造時に放射線治療装置内に
組付けねばならない。この構成の別の欠点は、取り付け装置の部品が補修保守または交換
を必要とした場合に、明らかになる。この構成では、既に扱いにくい装置部分の胴部に余
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地を見つけて、引っ込めた取り付け装置を収容することが要求される。
【０００４】
提案されている別の取り付け装置は、放射線治療装置のガントリ表面に取り付け可能であ
る。これらの構成は、造影装置を保持するアームを含み、該アームは１個以上の旋回軸を
中心として折り畳み可能である。アーム自体は、放射線治療装置のガントリ表面に旋回可
能に取り付けられており、造影装置は、アーム遠位端部に旋回可能に結合されている。こ
の構成は、造影装置組立体全体をガントリ表面と整合するように平らに折り畳むことがで
きる。
【０００５】
影像を正確に可視表示するために重要な点は、造影装置を、放射線放出ヘッドからの予め
決めた距離に正確に位置決めし、その位置に保持することである。したがって、既述のよ
うな折り畳み式取り付け装置は、実際には技術的に極めて難しく、かつ高価で、しかも望
まれるような正確さが得られない。
【０００６】
したがって、本発明の目的は、ガントリに造影装置を取り付ける装置、それも既述の取り
付け装置に関係する既述の欠点が緩和された取り付け装置を得ることにある。
本発明によれば、放射線治療装置のガントリに対し造影装置を位置決めする装置が得られ
、該位置決め装置は、
ガントリ表面に該装置を取り付けるための取り付け部材と、該取り付け部材に旋回可能に
結合されたテレスコープ式に延伸可能なアームと、造影装置を保持するホールダとを含み
、該ホールダがテレスコープ式に延伸可能なアームに結合されている。
【０００７】
アームは、互いに滑動可能に連携するするように構成された２個以上の細長部材を含むの
が好ましい。この滑動可能な連携は、任意に、細長部材間に１個以上の線形支承部を設け
ることで得られる。細長部材は、一方を他方の内側に配置するか、または互いに並行配置
するか、任意に構成できる。最適安定性を得るには、アームは、その質量中心を事実上中
心として旋回可能に取り付けるのが好ましい。最も好ましいのは、アームを、アームと造
影装置組立体との質量中心を事実上中心として旋回可能に取り付けることである。
【０００８】
任意に、ホールダは、延伸可能なアームに沿って滑動するように滑動可能に取り付けられ
る。この構成により、アームと造影装置組立体とのよりコンパクトな引き込めが可能にな
り、かつまた造影装置を放射ヘッドに対し、より自由に位置決めすることが可能になる。
ホールダは、更に、延伸可能なアームの長手軸線に対し直角方向の軸線に沿って造影装置
の線形運動を可能にする装置を含んでいる。この構成は、放射ヘッドに対する造影装置の
位置決めの自由度を更に大きくし、かつまた滑動可能に取り付けられたホールダと協働し
て、造影装置をどこか比較的広い区域に容易に位置決め可能にする。
【０００９】
別の選択としては、位置決め装置に、造影装置を半径方向でガントリ表面に沿ってガント
リの中心点から、また中心点向かって移動させるための装置を備えることも可能である。
移動させる装置は、例えばガントリ表面上にスライダを含むか、または位置決め装置構成
部品を結合する旋回軸とリンク機構システムを含むことができる。
ホールダは、造影装置から取り外し可能にして、保管や交換のさいに造影装置が移動でき
るようにするのが好ましい。またホールダは、造影装置がホールダに保持されているとき
には、造影装置の位置を固定する装置を有しているのが好ましい。
【００１０】
造影装置の位置決めの自由度を更に高めるためには、ホールダは、延伸可能なアームの長
手軸線と平行な軸線を中心として造影装置を旋回させる旋回装置を任意に含むことができ
る。
位置決め装置は、アームおよび／またはアームと造影装置組立体を重力の作用によりガン
トリ表面に対し何らかの所定角位置で保持できるように、釣り合わせ装置を備えるのが好
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ましい。
任意だが、位置決め装置は、特に該装置が釣り合わせ装置を有する場合には、機械的な装
置により作動させ、滑動運動および旋回運動は、簡単な低電力装置により作動させること
ができる。
【００１１】
このようなわけで、本発明により、放射線治療装置のガントリに対し造影装置を位置決め
する機械式に簡単かつ安価な装置が得られることが分かる。この構成は、表面に取り付け
可能であるため、既存の設備に固定可能であり、容易に補修保守や交換が可能である。本
発明による位置決め装置は、ガントリのどの所定旋回位置でも操作できる。したがって、
２つ以上の本発明による位置決め装置を、放射線治療装置のどの既存の単一ガントリにも
備えることができる。例えば２つの位置決め装置は、放射線治療装置のガントリの周囲の
２つの位置に配置できる。第１の位置は、放射線影像のメガボルト測定に対応し、第２の
位置は放射線影像のキロボルト測定に対応する。位置決め装置のホールダが造影装置から
取り外し可能なこの構成では、単一造影装置が、本発明による２つの装置間に移動させら
れ、メガボルトおよびキロボルト双方の測定が可能になる。
【００１２】
この構成の特別な長所は、アームの取り付け中心を成す旋回軸がアーム端部からずらされ
ている点であり、これによって、この構成は、収縮時には自己釣り合わせが可能になり、
延伸時にはアームを中心とする何らかの運動を最小化することができる。この構成が固有
の安定性を有することは、延伸時および収縮時に克服せねばならない力が、主として摩擦
力と慣性力であり、手または簡単な電磁式作動器により容易に克服できることを意味する
。
また、小型の枠組みの軽量の構成のため、部分的に収納する場合にも扱いやすい。
【００１３】
以下で、本発明に実施例を図面を参照にして更に説明する。
図１では、放射線治療装置のガントリ１が、放射ヘッド２を備え、テレスコープ式のアー
ム４，５に結合された造影装置が、放射ヘッドと直径方向で対向配置されている。アーム
４，５は、ガントリ１内の空所に引っ込めることができる。アームは、軸線Ａに沿って一
方が他方内へ滑動可能な２個の同心的に整合した管４，５を含んでいる。造影装置３は、
管４の遠位端に旋回軸７を中心として旋回可能に取り付けられている。図１には、この構
成が完全に延伸した位置で示されているが、空所６内へ管５に沿って管４を収縮させ、造
影装置３を旋回軸７を中心として旋回させることで、造影装置組立体を引っ込め、放射線
治療装置のガントリ１の表面と整合する位置に収納することができる。
【００１４】
図２では、放射線治療装置のガントリ１には、連結されたアーム８，９が旋回可能に結合
されており、アーム８，９は、更に旋回結合部１０を中心として造影装置３に結合されて
いる。図２ａは、この構成が部分的に延伸した状態を示し、図２ｂは、この構成が完全に
引っ込められた状態を示している。
【００１５】
図３では、放射線治療装置のガントリ１に、取り付けプレート１１が固定されており、該
取り付けプレートには、旋回軸１２を介してテレスコープ式に延伸するアーム１３，１４
が取り付けられている。テレスコープ式に延伸するアームは、２個の管１３，１４を含み
、該管は、この実施例の場合、事実上方形横断面を有しているが、線形支承部１５を介し
て並行して滑動するように構成された別の何らかの適当な横断面を有していてもよい。滑
動可能なアームの遠位部分１４には、線形支承部１６に沿って滑動可能なホールダ１７が
滑動可能に結合されている。ホールダ１７には、造影装置３が取り付けられている。造影
装置３は、線形支承部１８を介してホールダ１７に対して滑動可能である。
【００１６】
図から分かるように、造影装置３は、線形支承部１６，１８によって形成される２つの直
角の軸線に沿って自由に運動可能である。
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図４では、延伸可能なアーム１３，１４の遠位部分１４が、線形支承部１５を介してガン
トリ１の表面へ移動した状態にある。滑動可能なアーム１４が、ホールダ１７の線形支承
部１８の移動と共に線形支承部１５内を移動することで、造影装置３は、比較的大きい観
察区域あたりに位置づけ可能である。
【００１７】
図５には、ホールダ１７が、延伸可能なアーム１３に対する比較的遠位から比較的近位へ
移動し、造影装置３が、ガントリ１の表面により近い位置へ引き込められた状態で示され
ている。この部分的に引き込めた位置により、治療中の患者への接近が、より好都合にな
る。
図６は、図５に示すように完全に引き込めた装置が、ガントリ１の表面と事実上整合する
収納位置へ、旋回軸１２を中心として旋回する様子を示している。
最後に、図７は、完全に収納された位置にある装置を示している。
以上、理解に資するために本発明の１実施例のみを説明したが、このことは、特許請求の
範囲に定義された本発明の真の範囲を制限するものでは全くない。
【図面の簡単な説明】
【図１】　事実上ヨーロッパ特許ＥＲ第０５４１７１７号に記載の放射線治療装置のガン
トリに対し造影装置を位置決めする装置を示す図。
【図２】　図１同様の装置で表面取り付け可能な折り畳み式の装置の略示図。
【図３】　本発明の１実施例を、その完全に延伸した位置で示す斜視図と側面図。
【図４】　図３の実施例を、部分的に引き込められた位置で示す図。
【図５】　図３の実施例を、完全に引き込められた位置で示す図。
【図６】　完全に引き込められたアームと造影装置とが質量中心を中心として旋回させら
れて、ガントリ表面と同一平面上に収納される途中の状態を示す図。
【図７】　完全に引き込められ収納された位置にある図３の実施例の斜視図と側面図。
【図８】　ガントリの別の旋回位置で作業する図３の実施例を示す図。
【図１】 【図２ａ】

【図２ｂ】



(6) JP 4199454 B2 2008.12.17

【図３ａ】

【図３ｂ】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７ａ】

【図７ｂ】

【図８】
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